
平
成
三
年
十
二
月
二
十
日
受
領 

答

弁

第

二

号 

   
衆
議
院
議
員
志
賀
一
夫
君
提
出
福
島
県
東
白
川
郡
塙
町
に
お
け
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
女
性
ダ
ン
サ
ー
死
亡
に
関
す 

る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
二
二
第
二
号 

平
成
三
年
十
二
月
二
十
日 

衆

議

院

議

長 
櫻 
内 

義 

雄 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

宮 

澤 

喜 

一 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
志
賀
一
夫
君
提
出
福
島
県
東
白
川
郡
塙
町
に
お
け
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
女
性
ダ
ン
サ
ー 

死
亡
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
女
性
の
死
因
に
つ
い
て
、
政
府
は
、
関
係
者
等
に
対
し
調
査
を
行
っ
た
が
、
事
件 

 

に
結
び
付
く
虐
待
・
暴
行
の
事
実
は
全
く
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
の
ほ
か
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府
か
ら
入
手
し 

 

た
フ
ィ
リ
ピ
ン
司
法
省
国
家
捜
査
局
作
成
の
解
剖
結
果
報
告
書
、
ト
ー
レ
ス
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
労
働
雇
用
長
官
一 

 

行
の
一
員
と
し
て
来
日
し
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
検
死
担
当
官
本
人
か
ら
の
事
情
聴
取
、
入
院
し
て
い
た
病
院
が
所
有 

 

す
る
詳
細
な
診
療
記
録
等
及
び
医
学
専
門
家
の
意
見
を
併
せ
考
慮
し
、
総
合
的
に
判
断
し
た
結
果
、
劇
症
肝
炎 

 

に
よ
る
病
死
と
の
結
論
に
達
し
た
。 

ま
た
、
来
日
し
た
ト
ー
レ
ス
労
働
雇
用
長
官
一
行
に
対
し
て
は
、
調
査
状
況
の
説
明
を
行
う
と
と
も
に
、
そ 

 

の
帰
国
後
、
在
本
邦
フ
ィ
リ
ピ
ン
大
使
館
に
前
記
結
論
を
通
報
し
た
。 



二
に
つ
い
て 

な
お
、
我
が
国
政
府
と
し
て
は
、
本
件
に
関
す
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
民
一
般
の
誤
解
を
解
き
、
も
っ
て
良
好
な 

 

る
日
比
関
係
を
維
持
・
増
進
さ
せ
て
い
く
た
め
、
引
き
続
き
本
件
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
べ
く
説
明
に
努
め 

 

て
い
く
所
存
で
あ
る
。 

さ
ら
に
、
本
件
に
関
す
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
各
層
の
誤
解
を
払
し
ょ
く
す
る
た
め
、
在
フ
ィ
リ
ピ
ン
日
本
大
使 

 

館
か
ら
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府
関
係
当
局
、
議
会
関
係
者
及
び
遺
族
関
係
者
等
に
対
し
、
調
査
結
果
の
詳
細
な
説
明 

 

を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
動
き
の
中
で
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
内
に
お
い
て
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
上
院
の
依
頼
を
受
け
、
前
記
解
剖 

 

結
果
報
告
書
の
再
検
討
を
行
っ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
総
合
病
院
が
、
我
が
方
の
主
張
ど
お
り
、
直
接
的
死
因
を
病
死 

 

（
劇
症
肝
炎
）
と
す
る
報
告
書
を
去
る
十
一
月
十
五
日
、
上
院
に
提
出
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
我
が
方
の
調 

 

査
結
果
に
対
す
る
理
解
が
深
ま
っ
て
き
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

四 

 



フ
ィ
リ
ピ
ン
海
外
雇
用
庁
は
、
去
る
十
月
二
十
一
日
付
け
の
内
部
通
達
に
よ
り
、
福
島
県
に
対
す
る
フ
ィ
リ 

 

ピ
ン
人
芸
能
人
の
送
り
出
し
を
一
時
的
に
停
止
す
る
措
置
を
採
っ
た
が
、
右
措
置
は
、
一
に
つ
い
て
に
お
い
て 

 

述
べ
た
福
島
県
に
お
け
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
女
性
死
亡
事
件
に
つ
い
て
の
誤
解
に
基
づ
く
不
当
な
も
の
で
あ
る
の 

 

で
、
政
府
と
し
て
は
、
こ
れ
が
撤
回
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
、
右
誤
解
を
解
く
た
め
の
努
力
を
行
っ
て
き 

 

た
。 他

方
、
右
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
芸
能
人
の
海
外
派
遣
全
般
に
関
す
る
規
制
措
置
強
化
を
採
っ
た
こ
と
自
体
に
つ 

 

い
て
は
、
基
本
的
に
は
海
外
に
お
け
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
芸
能
人
保
護
の
た
め
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府
に
よ
る
対
応 

 

の
問
題
で
あ
り
、
我
が
国
と
し
て
、
そ
の
当
否
を
論
ず
る
立
場
に
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

今
般
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
芸
能
人
の
海
外
派
遣
に
関
し
、
日
本
の
み
な
ら
ず
全
外
国
を 

 

対
象
と
し
て
、
規
制
を
強
化
す
る
措
置
を
決
定
し
、
十
二
月
十
三
日
か
ら
こ
れ
を
実
施
し
た
。 

同
措
置
の
実
施
に
伴
い
、
福
島
県
に
対
す
る
前
記
措
置
は
解
除
さ
れ
た
と
承
知
し
て
い
る
。 

五 

 



三
に
つ
い
て 

ま
た
、
基
本
的
人
権
の
侵
害
が
具
体
的
に
起
こ
っ
た
場
合
に
は
、
人
権
侵
犯
事
件
と
し
て
所
要
の
調
査
を
行 

 

い
、
適
切
に
対
応
す
る
ほ
か
、
国
際
化
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
人
権
意
識
の
育
成
の
た
め
の
啓
発
活
動
を
展
開 

 
 

し
、
外
国
人
の
人
権
擁
護
に
取
り
組
ん
で
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
、
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い 

 

し
か
し
な
が
ら
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
が
か
か
る
措
置
を
講
ず
る
に
至
っ
た
契
機
は
、
前
述
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
女 

 

性
の
死
亡
を
め
ぐ
る
問
題
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
死
因
が
劇
症
肝
炎
に
よ
る
も
の
で
事
件
性
は
な 

 

い
と
の
我
が
方
の
結
論
に
つ
い
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
に
お
け
る
理
解
が
一
層
進
む
よ
う
引
き
続
き
努
力
し
て
ま
い 

 

り
た
い
。 

我
が
国
に
在
留
す
る
外
国
人
に
つ
い
て
も
そ
の
基
本
的
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ 

 

り
、
法
務
省
の
人
権
擁
護
機
関
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
、
外
国
人
の
た
め
の
特
設
人
権
相 

 

談
所
を
開
設
す
る
な
ど
し
て
、
人
権
相
談
に
応
じ
て
い
る
。 

六 

 



 

七 

く
所
存
で
あ
る
。 




